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当団体は、消費者団体訴訟制度の制度化を受けて、不当な勧誘行為や契約書

等の不当条項の使用の中止を申入れたり、団体訴権を行使することを重要な活

動内容として、関西地域の７府県の消費者団体や消費者問題に取り組む個人に

よって構成され、２００５年１２月３日に結成された消費者団体であり、２０

０７年８月２３日には、内閣総理大臣より消費者契約法１３条に基づく適格消

費者団体として認定されました（組織概要についてはホームページをご参照く

ださい）。 

２０１４年５月、遠隔操作でプロバイダ契約を行う株式会社ＤＥＸ（以下「同

社」といいます）の運営するプロバイダサービス「ＭＯＵ」の契約に関する情

報が当団体に寄せられ、それ以降、当団体にて同社の会員規約条項および契約

手続の内容について検討し、同社との間で交渉を進めてきました（詳しい経過

は添付文書をご覧ください。なお、当団体の内規により、「お問い合わせ」に対

する回答は非公開とさせていただきます）。 

しかしながら、文書で回答した事項を誠実に守らず、また、回答事項を守る

ことができなかったことについての正当な理由も認められないなど、同社の当

団体に対する交渉姿勢は、消費者利益の保護の観点から、問題があると判断せ

ざるを得ないため、当団体から貴庁に対して同社に係る情報提供を行うもので

す。適切に対応されますようお願いいたします。 


